
軽自動車等の手続きはお済みですか？

　原動機付自転車（排気量125cc以下）、小型特殊自動車（農耕用車両）について、以下①～⑧のような
異動があった場合には、本庁税務徴収課または各総合支所市民福祉課での手続きが必要となります。
①販売店等から購入した　
②知人等から譲り受けた
③市外から転入し、登録住所が旧住所地になっている　
④廃棄した
⑤知人等に譲った　
⑥市外に転出し、登録住所が常陸大宮市になっている
⑦盗難に遭った　　
⑧亡くなられた方の名義になっている

☎

☎
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